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　第19回通常総代会は、令和６年３月17日、多気郡農業協同組合 本店において開催しま
した。
　総代総数42名中34名の出席により総代会が成立し、議長に濱口信弘総代（大淀）、議
事録記名人に橋本 勝総代（大淀）、山本義幸総代（上御糸）を選任後、議事に入り次の議
案が審議され全議案原案どおり可決されました。
◆総代会 議事
第 1 号議案　令和４年度 事業報告の承認について
第 2 号議案　令和４年度 収支決算の承認について
第 3 号議案　令和４年度 財産目録の承認について
第 4 号議案　令和５年度 収支補正予算の議決について
第 5 号議案　令和６年度 事業計画の議決について
第 6 号議案　令和６年度 収支予算の議決について
第 7 号議案　令和６年度 賦課金及び徴収方法とその時期の議決について
第 8 号議案　令和６年度 一時借入金の最高限度額及びその方法の議決について
第 9 号議案　令和６年度 金銭預入先金融機関の議決について
第10号議案　令和６年度 農地転用に伴う決済金の額の議決について
第11号議案　令和６年度 加入金の額の議決について
第12号議案　令和６年度 役員報酬、費用弁償及び総代費用弁償の議決について
第13号議案　明和土地改良区処務規程の一部変更の議決について
第14号議案　明和土地改良区維持管理計画書の一部変更の議決について

第19回　通常総代会

理事長あいさつ

　平素は、明和土地改良区の運営に、格別のご理解・ご協力を賜り、心よりお礼申し上げ
ます。
　さて、農業を取り巻く情勢ですが、食料・農業・農村基本法が25年ぶりに改正されます。
ある新聞の社説では、食料安全保障の記事がありました。国際的な紛争や温暖化による干
ばつの増加などで安定的な食料の確保が世界的な課題となっています。新法では、米や小
麦など重要な品目を指定し、農家や商社などの民間に出荷や生産の促進を求められます。
しかし国が食料の増産を農家に求めても、生産者の側に、その能力がなければ意味がなく、
農家の高齢化や担い手不足が深刻な中で、耕作放棄地も多く点在しており、農地の有効活
用が望まれます。農業従事者を増やし、生産基盤を強化することが大切であると思います。
　また、現在、町及び農業委員会が主体となり、農業の地域計画を令和７年度末までに策
定し、区域の10年先を見据えて、だれが耕作するかを決める作業を行っていると聞いて
います。そのことは、今後の農業の大きな分岐点であると考えます。土地改良区としても、
積極的に参画し、畦畔除去等のハード的なことも含め、現実的な計画の策定をしていただ
きたいと思います。
　近年物価が高騰しており、農業資材・農薬等の単価も同じ様に高騰していますが、米価
については、物価上昇に伴っていないのが現状であり、農業を取り巻く情勢は、より厳し
くなってきていると考えます。
　そのような中で、土地改良区として、基本施設の長寿命化を図り、各施設を良好な状態
に保ち、また今後の農業情勢を的確に判断し、取り組んでいきたいと考えますので、皆様
方のご支援・ご協力をよろしくお願いいたします。

理事長　南　野　光　輝
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令和６年度　一般会計予算
◆一般会計収支予算額……53,626千円

　令和６年度の賦課金は、第19回通常総代会において決定されました。

令和６年度 賦課金

■徴収時期　前期／令和６年６月25日納期　後期／令和６年12月25日納期  
　　　　　　（ただし、年額が10,000円以下の場合は前期に全額徴収させていただきます。）
■取扱金融機関　多気郡農業協同組合・百五銀行・三十三銀行・桑名三重信用金庫・ゆうちょ銀行

◇多気郡農業協同組合以外より振り込んでいただく場合、手数料が必要となりますが、
手数料は各自でご負担ください。

◇振替依頼の手続きをしていただいた組合員の方は納期日に指定の口座より引き落と
しさせていただきます。

■賦課基準　当改良区の土地原簿に令和６年４月１日記載されている農地

経常賦課金 田 1,500円/10a　畑 600円/10a〈一般地区〉
特別賦課金 1.用水管理費 田 2,000円/10a〈北藤原地区〉

2.事業賦課金 田 300円/10a 上御糸工区揚水機施設維持管理費

収
　
入

科　　目 本年度予算額（円）

支
　
出

科　　目 本年度予算額（円）
1 土地改良事業収入 21,439,000 1 土地改良事業費支出  16,588,000 
2 附帯事業収入 4,748,000 2 一般管理費支出  29,580,000 
3 基本財産運用収入 1,000 3 土地改良事業負担金支出  539,000 
4 特定資産運用収入 2,000 4 固定資産取得支出  30,000 
5 補助金等収入 11,381,000 5 基本財産積立支出  10,000 
6 交付金収入 0 6 特定資産積立支出  3,241,000 
7 雑収入 48,000 7 雑支出  1,000 
8 基本財産取崩収入 5,000,000 8 他会計繰出額  1,500,000 
9 特定資産取崩収入 1,368,000 9 予備費  2,137,000 
10 他会計繰入金 5,264,000 
11 繰越金 4,375,000 

収入合計 53,626,000 支出合計  53,626,000 

1 土地改良
　事業収入
　39.979%

2 一般管理費支出
55.160%

3 土地改良
　事業負担金支出
　　　   1.005%

４ 固定資産
　 取得支出
　 0.056%

5 基本財産
　積立支出
　0.019%

6 特定資産積立支出
　6.044%

7 雑支出 0.001％
8 他会計繰出額 2.797% 9 予備費 3.985%

1 土地改良事業費
支出

30.933%

2 附帯事業収入
　8.854%5 補助金等収入

　21.223%

7 雑収入
　0.090%

3 基本財産運用収入
0.002%

4 特定資産運用収入
　0.004%

8 基本財産
　取崩収入
　9.324%

9 特定資産
　取崩収入
　2.550％

10 他会計繰入金
　  9.816%

11 繰越金 8.158%

収入 支出
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明和土地改良区　配水計画
　下記の計画に基づき用水調整を行ってまいります。

櫛田川祓川沿岸土地改良区利水調整規程 配水計画による。
（櫛田川祓川沿岸土地改良区の広報誌にてご確認下さい。）櫛田川祓川用水

宮川用水土地改良区利水調整規程 配水計画による。
（宮川用水土地改良区の広報誌にてご確認下さい。）宮 川 用 水

４月５日～８月25日揚 水 機 用 水

お問い合わせは 明和土地改良区事務局　TEL 0596-55-8001　へ

事務局長　　　　　　堀　　　　　真
会計主任　　　　　　荻　田　雪　恵
新規採用職員　　　　竹　内　奈　弓
むらおこし担当　　　奥　野　みえ子
　　　　　　　　　　山　岡　希　美

明和土地改良区事務局の体制

「得喪通知」について
　耕作者の変更等に伴い組合員資格を取得・喪失した場合、土地改良区へ提出して頂く届
出です。
　届出を必要とするのは、売買・相続・経営移譲等により組合員資格が交代する場合です。

令和６年度　転用決済金
　農地を宅地へ転用、または公共事業用地（道路・河川・公園・建物等）として転用する
ときに転用決済金及び提出書類が必要です。

転用決済金 80円/㎡


